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認証かごしま材生産工場認証基準 
   
  （目的） 
第１ この基準は，「認証かごしま材認証実施要領」第７に基づき，認証かごしま材認証

工場（以下「認証工場」という。）の認証基準などの必要な事項を定める。 
   
  （総括的事項） 
第２ 認証工場は，原則として次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。 
（１）認証かごしま材の基準に適合する製品を製造することができる機械設備及び施設を

所有するか又は確実に利用できる共同利用施設を有していること。 
（２）品質管理を十分に行うことができる体制が整備されていること。 
（３）農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法律第175号）に規
程する規格（以下「日本農林規格」という。）のうち，構造用製材及び構造用集成材・

人工乾燥構造用製材等の構造材に関する認定製造業者の認定を受けていること，又は１

年以内に取得が確実であること。 
（４）日本農林規格のうち，造作用製材及び下地用製材，フローリングに関する認定製業

者の認定を受けていること，または，同品目に関して認定製造業者と同等以上の基準を

有していると認められること。 
（５）認証かごしま材の生産に関して，積極的に取り組む熱意を有しているとともに，認

証製品の信頼性を将来に維持確保するため，認証かごしま材認証実施要領，認証かごし

ま材生産工場認証基準等の関係要領，基準等を遵守できること。  
   
  （産地の確認） 
第３ 認証工場は生産される製材品に関して，原木市場等からの産地証明等に基づき，県

産材と他産地材に明確に仕分けできる体制が整備されていなければならない。 
   
  （施設基準）   
第４ 認証工場は，原則として次の各号に掲げる施設を所有していなければならない。 
（１）作 業 場 
    ① 広 さ 
     原木・仕掛品・製品などの運搬作業及び選別作業が，作業場に積まれた原木・

    仕掛品・製品などのために支障をきたさずにできる広さであること。 
   ② 明るさ 
         材料が品質基準等に適合しているかどうかを調べる場合に，機械の操作・計器 
   の読み取り・材面の欠点などを容易に見ることができる明るさであること。 
（２）製材施設 
    製材機械は，均衡した能力を持ち，大割，小割，横切，耳すり等の一連の作業が

  連携し効率的に行うことが可能であること。 
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（３）乾燥施設 
    乾燥施設は，温度管理，湿度管理，風量が管理できる乾燥施設を有するとともに，

  （財）日本住宅・木材技術センターで認定された含水率計で，事前に検量検査測定 

  が終了し，固有の検量線図が完成している機器を有すること。 
（４）保管施設 
       製品の保管施設は，工場の製造規模に応じた広さであること。 
   
  （品質管理基準） 
第５ 認証工場は，「認証かごしま材の基準」の品質を確保するため，必要な品質管理器

具を所有していなければならない。 
２ 認証工場は，生産する認証かごしま材の検査方法等を記載した品質管理に関する規程

を有していなければならない。 
３ 第２項の品質管理基準は，下記事項を記載していなければならない。 
（１）品質管理責任者，品質検査責任者，乾燥検査責任者の氏名 
（２）出荷される認証かごしま材について，「認証かごしま材の基準」の寸法，含水率，

材面品質などの各基準への適合を判定する検査方法 
（３）品質記録の作成，管理方法 
（４）その他必要な事項 
４ 認証工場は，品質管理責任者，品質検査責任者及び乾燥検査責任者を各１人以上配置

 し，製品の品質管理を充分に行うことが出来る体制が整備されていなければならない。 
   なお，品質検査責任者と乾燥検査責任者は兼務を認めるものとする。 
５ 第４項に規程する品質管理責任者，品質検査責任者とは，（社）全国木材組合連合会

 及び（財）日本合板検査会が実施する品質管理に関する所定の研修を受講し登録された

 者をいう。なお，第２の（４）の規程に基づく認証工場については，県林材協会連合会

 が実施する品質管理に関する所定の研修を受講した者も含むものとする。 
６ 第４項に規程する乾燥検査責任者とは，（財）日本住宅・木材技術センター及び（社）

 日本木材加工技術協会が実施する木材乾燥に関する所定の研修を受講し登録された者，

 又は，県林材協会連合会が実施する木材乾燥に関する所定の研修を受講した者をいう。 
７ 認証工場は，品質管理基準に基づいた管理を行い，その記録を保持していなければな  
らない。 

   
（製造管理基準） 
第６ 認証工場は，品質基準に適合する製品を製造するための製造基準を有していなけれ

 ばならない。 
２ 前項に定める製造管理基準は，下記事項を記載していなければならない。 
（１）原木の受入れ及び貯木方法 
（２）製材・乾燥・加工施設の点検時期及び方法 
（３）標準的な作業工程 
（４）その他必要な事項 
３ 認証工場は，製造基準の従業員への周知を図り，意識の向上等に努めなければならな 
 い。 
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（出荷基準） 
第７ 認証工場は，「認証かごしま材の基準」に適合する製品を確実に出荷するための出

荷基準を有していなければならない。 
２  前項に定める出荷基準は，下記事項を記載していなければならない。 
（１）製品の梱包，保管の方法 
（２）出荷数量等の管理方法 
（３）出荷した認証かごしま材の苦情に対する処理方法 
（４）その他必要な事項 
 
（監査基準） 
第８ 認証工場は，認証かごしま材の出荷に関して，第５から第７に定める各基準と認証

かごしま材認証制度の適正な運用を確保するため監査基準を有していなければならない。 
２ 前項に定める出荷基準は，下記事項を記載していなければならない。 
（１）監査実施者 
（２）監査手順 
（３）監査結果の周知と改善方法 
（４）その他必要な事項 
３ 認証工場は，監査基準に基づく監査を年１回以上定期的に実施しなければならない。 
  また，その結果を認証かごしま材認証協議会に報告しなければならない。 
 
（安全管理基準） 
第９ 認証工場は，労働安全衛生法及び同法施行規則を遵守するとともに，作業員の安全 
 を確保するために必要な措置を講じていなければならない。 
 
（施設の共同利用基準） 
第10 認証かごしま材の製造において，製造工程の一部を他の工場の施設を共同利用する

場合，第１から第９に定める事項のほか，次の各号に掲げる条件を満たさなければなら

ない。 
（１）共同利用する施設を有する工場と依頼する工場との間に委託内容が書面で締結され

  ており，さらに品質管理基準を共有するとともに製品に関する製造責任を明確にして

  いること。 
（２）製造工程のうち，乾燥工程又は仕上げ工程のいづれかを行う工場は，施設を有する

  工場の品質検査責任者の検査が確実になされていると認められること。 
（３）共同利用する各工場の総量が，共同利用する施設の処理能力を超えていないと認め

  られること。 
 
付  則 
この基準は，平成１６年１月２０日から施行する。 
この基準は，平成１７年５月１９日から施行する。 
この基準は、平成２０年４月 １日から施工する。 


